
入札公告 

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定によ
り公告する。 

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共
通事項及び同細則による。 

 

令和４年１０月２４日 

東広島市長 髙垣  

１ 入札に付する事項 

（１）物品・委託役務の名称 ノートパソコンほか 

（２）物品・委託役務管理番号 18040076 

（３）物品委託役務内容 平岩地域センターほか３５施設で使用するノートパソコンほかの購入。 

（４）納入・履行期間 契約締結日の翌日から令和５年３月２４日まで 

（５）納入・履行（就業）場所 東広島市平岩地域センターほか３５施設 

（６）予定価格 非公表 

（７）最低制限価格 なし 

（８）入札方式 一般競争入札 

（９）入札区分 紙入札 

（10）使用する契約約款 物品売買契約約款（総価） 

（11）契約種別 総価契約 

（12）収入印紙 不要 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる要件を全て満たしていること。 

ア 令和 3 年 1 月 1 日～令和 6 年 12 月 31
日までの東広島市物品役務等競争入札
参加資格として次の入札参加資格認定
区分の認定を受けている者 

買入れ・製作 

イ 法令等による登録等 問わないものとする。 

ウ 技術者 問わないものとする。 

エ 営業所等所在地 
※本店とは、法人にあっては登記されている
本店とし、個人事業者にあっては営業活動の
本拠を置いている場所とする。 
※営業所とは、法人においてその所在する市
（町）の法人市（町）民税の申告のある営業
所とする。 

東広島市内に本店を有する者。 

オ 会社の履行実績 問わないものとする。 

カ その他 令和元年 8 月 26 日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札
公告共通事項」の２（１）のいずれにも該当しないこと。 

３ その他の入札条件 

なし 

  

物品調達等及び委託役務 



４ 日程等 

手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項 

ア 公告日 令和４年１０月２４日  東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧
に供する。 
 閲覧場所は「６問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。 

イ 仕様書及び見本
等閲覧期間 

令和４年１０月２４日～ 

令和４年１１月１４日 

 東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 
 見本等の有無 ： 無 

ウ 同等品確認期間
（物品の買入れ
及び借入れに限
る） 

 

 
 

 同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役
務競争契約入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号。以下「入札心得」とい
う。）別記様式第２号（第４条関係））により発注担当課へ持参またはファックス
すること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡するこ
と。 
 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格
確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。 

エ 同等品確認回答
閲覧期間 

 

 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

オ 質問書提出期間 令和４年１０月２４日～ 

令和４年１０月３１日 

（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分） 

質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得 
（平成２１年東広島市告示第８３号）別記様式第１号（第４条関係））により発注
担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注
担当課へ事前に電話連絡すること。 
 地域振興部 地域づくり推進課（発注担当課） 
 東広島市西条栄町８番２９号（本庁北館１階） 
 電話番号 082-420-0924  ／ファックス番号 082-423-0270 
 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 
 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。 

カ 回答書閲覧期間 令和４年１１月４日～ 

令和４年１１月１４日 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

キ 入札期間 令和４年１１月１０日～ 

令和４年１１月１１日 

（午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分） 

入札場所  
 東広島市総務部契約課（契約担当課）  
 東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 
入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 
初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本

市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作
成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 
特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調

達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるも
のであること。 

ク 開札日時 令和４年１１月１４日 

午前 9 時 20 分 

開札場所 
入札室（東広島市西条栄町８番２９号 本庁本館４階） 
開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、

開札日の翌日以降に再度の入札（１回目）を実施するものとする。再度の入札（１
回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できる
ものとする。 
 再度の入札（１回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した
者に対してファックスにより通知を行う。 
 再度の入札（１回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったと
きは、直ちに入札会場で再度の入札（２回目）を行う。 
 再度の入札は、２回目まで行う。 

 

５ 資格要件確認資料の提出 
本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。 

 

（１）提出書類 

書類の区分 
提出書類 

（○印） 
備考 

ア 入札参加資格確認申請書  

様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。 

イ 入札参加資格要件総括表  

ウ 誓約書  

エ 配置予定技術者届出書  

オ 履行実績確認表  

カ 履行実績証明書（物品・委託役務）  

キ 法令等による登録等を確認するための資料   
ク その他   

（２）提出部数は、１部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。 
（３）提出期限   
（４）提出先 「６ 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。 
（５）その他 

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。 
資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 
資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。 
資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。 

６ 問い合わせ先（契約担当課） 

総務部契約課 物品役務係 
東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 
電話番号 ０８２－４２０－０９３０ 
ファックス番号 ０８２－４３１－００７７
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仕  様  書 

 

１ 品名 

  ノートパソコンほか 

  

２ 規格及び数量 

内

訳 

品

名 
仕様項目 仕様詳細 数量 単位 

１ 

ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン 

メーカー 

国内メーカー製であること。（国内法

人があれば国内メーカーとみなす。）

ただし、組み立てパソコン、ショップ

ブランドパソコンは不可とする。 

37 台 

OS Windows10 Pro（64bit） 

CPU 
Intel🄬Core™ i3 10110U 2.1GHz 相当

以上 

メモリ 8GB以上 

記憶容量 
SSD 128GB以上  

もしくは ハードディスク 500GB以上 

解像度 
FWXGA（1366×768）以上に対応するこ

と。 

インター

フェイス 

USB3.0以上 
Type-A 3ポート以上（外付け USBハブ

可） 

外部出力端

子 
HDMI出力 

無線 LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 以上 

LAN イーサネット 10/100/1000Mbps 

ドライブ規格 
DVD±R/±RW/RAM/±RDL 

（外付け可） 

重量 2.5kg以下 

画面サイズ 15.6インチ以上 

その他 
フロントカメラ、スピーカー、マイク

（外付け可） 

２ 
周
辺
機

器 マウス  
レーザー式スクロール機能付（USBタイ

プ） 
37 個 

３ Office ライセンス 

Microsoft Office Home and Business 

2019以上 

（PCにプリインストールでも可） 

37 本 
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４ 
ウイルス対

策ソフト 

メーカー 

マカフィー、トレンドマイクロ、シマ

ンテック、イーセットのうちいずれか

とする。 

※80 本 パターンファ

イル更新方法 

管理サーバを準備しなくても、自動で

アップデートできること 

パターンファ

イル更新期間 

５年間パターンファイルの更新が出来

ること 

５ リカバリー用ディスク 

納入後、OSを初期化した際に再インス

トールするための媒体を添付するこ

と。 

3 セット 

※今回新規導入するパソコンとは別の既設パソコンにインストールする 43アカウントを含む 

 

３ 作業内容 

 以下は作業手順（案）であり、詳細な作業手順は発注者と協議し決定すること。 

本作業に係る詳細スケジュールについては、発注者と協議の上、提示すること。 

なお、以下の案のほか、パソコンを使用する上で必要な設定がある場合は、発注者と協議の上、

作業を追加すること。 

 

○新規パソコンの設置 

(１) 取付け・設置 

順番 作業内容 

１ 

パソコン輸送 

・パソコン・マウス・光学ドライバ一式（以下「パソコン一式」という）を、本仕様

書４の各納入場所に輸送すること。なお、本輸送にかかる費用は本契約に含む。 

２ 

パソコン設置 

・発注者の指示のもと、パソコン一式を設置する場所に運び、使用可能な状態にセッ

トアップすること。 

・各ケーブルは、結束バンド等で束ね、ケーブルの絡まり等を防ぐこと。 

 

(２) 初期設定 

順番 作業内容 

１ BIOSの設定をする。 

２ コンピュータ名を設定する。 

３ ネットワーク情報(IPアドレス、SSIDとパスワード等)を設定する。 

４ 
OS、Office製品のライセンス認証を行う。 

（発注者の名義でライセンス調達すること） 

５ プリンタドライバの設定をする。 
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６ 
ウイルス対策ソフトをインストールする。 

（ウイルスのパターンファイルを自動でダウンロードする設定を行うこと） 

７ 

PDF ファイルの表示、検索、印刷をするためのソフト（※１）、CD/DVD 再生ソフトを

インストールする。 

（※１）・既存複合機のドライバ（プリンタドライバ、スキャナドライバ） 

    ・Adobe Acrobat Reader（最新のもの） 

８ 

必要ソフトウェアをインストールする。 

  ・Teams 

 ・TeamViewer  

 ・Zoom    

※その他別途発注者より指示 

 

(３) 稼働確認 

順番 作業内容 

１ 東広島市ホームページへの接続確認をする。 

２ プリンタの印刷テストをする。 

３ スキャンの動作テストをする。 

４ インストールしたソフトウェアの動作テストをする。 

 

 ○既存パソコンへのウイルス対策ソフトインストール 

  設置場所に設置しているパソコンにウイルス対策ソフトをインストールする。 

  ※インストール済のウイルス対策ソフト（kaspersky）のアンインストールを含む。 

 

４ 納入・作業場所及び数量 

(１) 新規設置するパソコンの納入場所及び台数 

                 既設複合機 ※１コニカミノルタ bizhubC258 

                       ※２富士ゼロックス DocuCentre-VII C2273 PFS 

番号 

施設名 所在地 

新規設置

する 

数量（台） 

既設複合機 

1 平岩地域センター 東広島市西条町寺家 10520番地 12 １ ※１ 

2 寺西地域センター 東広島市西条町寺家 3166番地 1 １ ※１ 

3 郷田地域センター 東広島市西条町郷曽 11130番地 5 １ ※１ 

4 板城地域センター 東広島市西条町馬木 565番地 1 １ ※１ 

5 三永地域センター 東広島市西条町下三永 10927番地 1 １ ※１ 

6 御薗宇地域センター 東広島市西条町御薗宇 4416番地 １ ※１ 

7 東西条地域センター 東広島市西条土与丸二丁目 3番 4号 １ ※１ 
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番号 施設名 所在地 数量（台） 既設複合機 

8 川上地域センター 東広島市八本松飯田八丁目 19番 49号 １ ※１ 

9 原地域センター 東広島市八本松町原 3561番地 １ ※１ 

10 吉川地域センター 東広島市八本松町吉川 435番地 1 １ ※１ 

11 八本松地域センター 東広島市八本松南二丁目１番１号 １ ※２ 

12 東志和地域センター 東広島市志和町志和東 3887番地 1 １ ※１ 

13 志和堀地域センター 東広島市志和町志和堀 857番地 １ ※１ 

14 高屋東地域センター 東広島市高屋町白市 550番地 １ ※１ 

15 高屋西地域センター 東広島市高屋町杵原 1316番地 1 １ ※１ 

16 小谷地域センター 東広島市高屋町小谷 5560番地 １ ※１ 

17 造賀地域センター 東広島市高屋町造賀 3638番地 １ ※１ 

18 高美が丘地域センター 東広島市高屋高美が丘四丁目 34番 2号 １ ※１ 

19 竹仁地域センター 東広島市福富町下竹仁 501番地 11  １ ※１ 

20 久芳地域センター 東広島市福富町久芳 1545番地 1 １ ※２ 

21 上戸野地域センター 東広島市福富町上戸野 2555番地 1 １ ※２ 

22 清武西地域センター 東広島市豊栄町清武 3756番地 1  １ ※１ 

23 清武地域センター 東広島市豊栄町鍛冶屋 603番地 １ ※１ 

24 安宿地域センター 東広島市豊栄町安宿 3878番地 1 １ ※１ 

25 乃美地域センター 東広島市豊栄町乃美 3163番地 １ ※１ 

26 吉原地域センター 東広島市豊栄町吉原 2235番地 １ ※１ 

27 河内地域センター 

東広島市河内町中河内 1166番地 

または 1205番地（いずれに決定するかは

発注者との協議による） 

１ ※２ 

28 河戸地域センター 東広島市河内町河戸 802番地 1 １ ※２ 

29 宇山地域センター 東広島市河内町宇山 1481番地 １ ※２ 

30 戸野地域センター 東広島市河内町戸野 740番地 １ ※１ 

31 入野地域センター 東広島市河内町入野 2650番地 3 １ ※２ 

32 小田地域センター 東広島市河内町小田 2182番地 １ ※２ 

33 木谷地域センター 東広島市安芸津町木谷 4127番地 2 １ ※２ 

34 風早地域センター 東広島市安芸津町風早 1214番地 1 １ ※２ 

35 能良地域センター 東広島市豊栄町能良 1574番地 1 １ ※１ 

36 西志和地域センター 東広島市志和町七条椛坂 1737番地 1 ２ ※２ 

合  計 37  

 

(２)ウイルス対策ソフトをインストールする既設デスクトップ型パソコン情報（43台） 
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番号 施設名 台数 PC情報 PC名 

1 平岩地域センター ２ 
FUJITSU 

FMVD33001 

 

HIRAC-02-I 

HIRAC-03-I 

2 寺西地域センター ２ 
TERAC-02-I 

TERAC-03-I 

3 郷田地域センター １ GOUTC-02-I 

4 板城地域センター １ ITAKC-02-I 

5 三永地域センター １ MINAC-02-I 

6 御薗宇地域センター ２ 
MISOC-02-I 

MISOC-03-I 

7 東西条地域センター ２ 
HSAIC-02-I 

HSAIC-03-I 

8 川上地域センター ２ 
KAWAC-02-I 

KAWAC-03-I 

9 原地域センター １ HARAC-02-I 

10 吉川地域センター １ YOSKC-02-I 

11 八本松地域センター ２ 
HATIC-02-I 

HATIC-03-I 

12 東志和地域センター １ HSIWC-02-I 

13 志和堀地域センター １ SIWHC-02-I 

14 高屋東地域センター １ TKYHC-02-I 

15 高屋西地域センター ２ 
TAHIHC-02-I 

TAHIHC-03-I 

16 小谷地域センター １ KODAC-02-I 

17 造賀地域センター １ ZOKAC-02-I 

18 高美が丘地域センター １ TAKM-02-I 

19 竹仁地域センター １ TAKEC-02-I 

20 久芳地域センター １ KUBAC-02-I 

21 上戸野地域センター １ KTONC-02-I 

22 清武西地域センター １ KITNC-02-I 

23 清武地域センター １ KITKC-02-I 

24 安宿地域センター １ ASKAC-02-I 

25 乃美地域センター １ NOMIC-02-I 

26 吉原地域センター １ YOSWC-02-I 

27 河内地域センター １ KOCHC-02-I 

28 河戸地域センター １ KODOC-02-I 
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番号 施設名 台数 PC情報 PC名 

29 宇山地域センター １ FUJITSU 

FMVD33001 

UYAMC-02-I 

30 戸野地域センター １ TONOC-02-I 

31 入野地域センター ２ 
NYUNC-02-I 

NYUNC-03-I 

32 小田地域センター １ ODAC-02-I 

33 木谷地域センター １ KIDAC-02-I 

34 風早地域センター １ KAZAC-02-I 

35 能良地域センター １ NOURC-02-I 

合計 43  

 

５ 納入期限    

令和５年３月２４日（金） 

 

６ その他 

(１) 設置作業は、原則、土日祝日を除く開庁日の 9時 00分から 16時 00分の間に実施するこ

ととし、事前に発注者と協議して決定すること。 

(２) 機器の搬入にあたり、施設等に損害を与えた場合は、受注者の責任において修復するこ

と。 

(３) 納入後 5年間、ハードウェア保守及びソフトウェアサポートを行うこと。 

① 保守対象となる時間帯は、８時３０分～１７時００分とする。 

② 障害の連絡を受けた後、２４時間以内に対応内容を検討し、地域づくり推進課と協議す

ること。 

(４) 既存パソコンの廃棄は行わない。 

(５) 既存のパソコンに保存しているデータの移行は行わないものとする。 

 

 

７ 問い合わせ先（発注担当課） 

東広島市 地域振興部 地域づくり推進課 地域活動支援係 

電話（０８２）４２０－０９２４ 

ファックス（０８２）４２３－０２７０ 

 


